
公募型プロポーザルの質問書についての回答書① 

 

業務名：町制 90 周年記念大町町ＰＲ業務委託 

番号 質問事項 回答 

1 募集要領 2 ページ及び 4ページ 

7-（1）-③、④ 

9-（2）-②、③ 

【業務実績】と【業務実施体制等】の

書類提出については、参加申込時（＝

4/28 火）と企画提案書提出時（＝

5/20 水）いずれのタイミングにおい

ても記載がございますが、こちらは後

者のタイミングのみでよろしいでしょ

うか？※体制において、28 日までに

決まらない可能性がありますのと、通

常プロポ―ザルの場合、後者のタイミ

ングに求められる為。  

一次審査の対象書類のため、参加申込

締切（4/28 火）までに提出すること。

なお、企画提案書提出締切（5/20 水）

までに変更がある場合は受け付ける。 

2 仕様書 2 ページ 

3-（2）-ウ 

（２）のウ内に、「～最低 3名の発信

リーダーを選定し、～」とあります

が、こちらは「受託後での協議の上で

の選定」でよろしいでしょうか？ 

受託後での協議の上での選定となる。 

3 仕様書 1 ページ 

3-（1）-エ 

（１）のエ内に、周年記念式典用「5

分程度のロング動画」についての提案

については、90年の歴史把握が必要

な為、提案時での具体提案が必要な場

合、拝借頂ける既存素材をご提供頂け

ませんでしょうか？ 

希望する応募者には町勢要覧の貸し出

しを行う。 

 

 

以上 



公募型プロポーザルの質問書についての回答書② 

 

業務名：町制 90 周年記念大町町ＰＲ業務委託 

1 仕様書 2 ページから 4ページ 

3-（1）-ア、イ、ウ 

3-（2）-ア 

3-（3）-イ 

ランディングページやグラフィック関

連のことが書かれていますが、町の特

産品などの観光資源の写真素材を借り

ることは可能でしょうか？ 

プレゼンテーション用の提供は行わな

い。なお、契約締結後であれば、写真

素材の提供は可能。 

2 仕様書 4 ページ 

6-（3） 

モデル、イラスト等を使用する際に契

約期間等が関係してきますが、契約期

間は仕様書の契約期間内(令和 9年 3

月 26 日)までという認識で良いでしょ

うか？ 

契約期間は受託者が設定して構わない

が、成果物の権利については仕様書記

載のとおり。 

3 仕様書 2 ページ 

3-（2）-エ 

SNS 投稿は 8月から 3月まで、月に 4

件、年間 30 件程度の投稿を行うもの

とする。 

仕様書に、上記記載がございますが、 

これは大町町のインスタグラム上で投

稿を行う認識で良いのでしょうか？ 

大町町の公式インスタグラムではな

く、受託者が主体的に行う SNS での投

稿頻度を示している。 

4 仕様書 2 ページ 

3-（2）-ウ 

くわえて、上記インスタグラムの前提

で間違いがなければ、 

ウの投稿ガイドラインはインスタグラ

ムに沿った内容という認識で良いので

しょうか？ 

投稿ガイドラインは、町民が主体的に

行う SNS 運用のためのガイドラインと

する。 



5 募集要領 1 ページ 

6-（1） 

弊社は令和 8年 4月 1日に社名変更し

ました。現在の登録は大町町への登録

は旧社名で、手続きの関係上、まだ新

社名での変更届を行っておりません。

申し込みは新社名で行って構いません

か？ 

変更届を提出のうえ、新社名で提出す

ること。 

6 仕様書 1 ページ 

2 

現在、90周年のロゴやコピー「愛の

ある町 大町町」WE♡OMACHI がありま

すが、この事業について関連付ける必

要はありますか？ 

関連付ける必要はない。 

 

 

以上 


